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部
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す
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規
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「
（
法
第
二
十
四
条
の
四
に
お

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る

法
第
二
十
四
条
の
二

第
三
十
一
条
第
二
項
第
十
七

「
勧
告
す
る
こ
と
」
の
下
に
「

え
、
同
号
カ
を
同
号

と
し
、

第
二
十
二
条
第
三
項
」
に
、
「

五
の
規
定
を
遵
守
し
て
い
な
い

「
カ
又
は
ヨ
」
を
「

又
は

下
に
「
（
法
第
二
十
四
条
の
四

と
し
、
同
号
レ
中
「
動
物
取
扱

条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場

物
取
扱
業
者
」
を
「
第
一
種
動

取
扱
業
者
」
を
「
第
一
種
動
物

に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

法
第
二
十
二
条
の
六

す
る
事
項
の
届
出
を
受

法
第
二
十
二
条
の
六

死
亡
診
断
書
を
提
出
す

販
売
業
を
営
も
う
と
す
る
旨
」

「
第
一
種
動
物
取
扱
業
者
」
に

め
る
軽
微
な
変
更
が
あ
っ
た
旨

加
え
、
同
号
中
チ
を

と
し
、

法
第
十
四
条
第
三
項

け
る
こ
と
。

第
三
十
一
条
第
二
項
第
十
七

簿
」
に
改
め
、
同
号
リ
を
同
号

「
第
十
四
条
第
三
項
」
を
「
第

と
し
、
同
号
ニ
中
「
第
十
四
条

種
動
物
取
扱
業
」
に
改
め
、
同

条
第
四
項
」
に
、
「
動
物
取
扱

同
号
ヘ
中
「
動
物
取
扱
業
」
を

中
「
動
物
取
扱
業
者
」
を
「
第

し
く
は
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

。の
規
定
に
よ
る
第
二
種
動
物
取
扱

号
カ
中
「
動
物
取
扱
業
者
」
を
「

（
法
第
二
十
四
条
の
四
に
お
い
て

同
号
ヨ
中
「
第
二
十
二
条
第
三
項

動
物
取
扱
業
者
」
を
「
第
一
種
動

犬
猫
等
販
売
業
者
」
に
改
め
、
同

」
に
、
「
動
物
取
扱
業
者
」
を
「

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

業
者
」
を
「
第
一
種
動
物
取
扱
業

合
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
同
号

物
取
扱
業
者
」
に
改
め
、
同
号
ル

取
扱
業
者
」
に
改
め
、
同
号
中
ヲ

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
犬
猫
等
販

け
る
こ
と
。

第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
犬
猫

べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。

に
改
め
、
同
号
ト
を
同
号

と
し

改
め
、
「
か
ら
の
」
の
下
に
「
法

又
は
」
を
、
「
除
く
。
）
」
の
下

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

の
規
定
に
よ
る
犬
猫
等
販
売
業
を

号
リ
中
「
動
物
取
扱
業
者
登
録
簿

と
し
、
同
号
ヌ
中
「
第
十
六
条

十
四
条
第
四
項
」
に
、
「
ロ
」
を

第
三
項
」
を
「
第
十
四
条
第
四
項

号
ニ
を
同
号

と
し
、
同
号
ホ
中

業
」
を
「
第
一
種
動
物
取
扱
業
」

「
第
一
種
動
物
取
扱
業
」
に
改
め

一
種
動
物
取
扱
業
者
」
に
、
「
又

る
事
項
の
変
更
を
し
、
飼
養
施
設

一

」
を
加
え
、
同
号
中
レ
を

と
し

業
の
届
出
を
受
け
る
こ
と
。

第
一
種
動
物
取
扱
業
者
」
に
改
め

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を

」
を
「
第
二
十
一
条
の
四
若
し
く

物
取
扱
業
者
又
は
法
第
二
十
二
条

号
ヨ
を
同
号

と
し
、
同
号
タ

者
」
に
改
め
、
「
命
ず
る
こ
と
」

。
）
」
を
加
え
、
同
号
タ
を
同
号

者
」
に
改
め
、
「
こ
と
」
の
下

ヌ
を
同
号

と
し
、
同
号
ル
中
「

を
同
号

と
し
、
同
号
ヲ
中
「
動

を

と
し
、
ワ
を

と
し
、

の

売
業
者
か
ら
の
犬
猫
等
の
個
体
に

等
販
売
業
者
に
対
し
、
検
案
書
又

、
同
号
チ
中
「
動
物
取
扱
業
者
」

第
十
四
条
第
一
項
の
環
境
省
令
で

に
「
若
し
く
は
第
三
項
第
二
号
」

営
む
こ
と
を
や
め
た
旨
の
届
出
を

」
を
「
第
一
種
動
物
取
扱
業
者
登

第
一
項
」
の
下
に
「
（
法
第
二
十

「

」
に
改
め
、
同
号
ハ
を
同
号

」
に
、
「
動
物
取
扱
業
」
を
「
第

「
第
十
四
条
第
三
項
」
を
「
第
十

に
改
め
、
同
号
ホ
を
同
号

と
し

、
同
号
ヘ
を
同
号

と
し
、
同
号

は
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
」
を
「

を
設
置
し
よ
う
と
し
、
又
は
犬
猫

、 、加はの中のに 動物次関は を定を受録四 一四、ト若等

規

則
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こ山
る
。

山

山 口

含
む」

者
」第

ま
で

県 報

第
を
同

ま
で

含
むと

り
、

（号 外 ）

第
ツ
を

山
口
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に

の
規
則
は
、
平
成
二
十
五
年
九
月

口
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す

平
成
二
十
五
年
七
月
二
日

口
県
規
則
第
四
十
七
号

。
）
」
を
削
り
、
同
号
中
ケ
を

に
改
め
、
同
号
コ
を
同
号

と

に
改
め
、
同
号
中
エ
を

と
し
、

施
行
規
則
第
十
条
の
六
第
三

す
る
も
の
の
ほ
か
必
要
と
認
め

三
十
一
条
第
二
項
第
十
七
号
テ
中

を

か
ら

ま
で
と
す
る
。

附

則

生
じ
さ
せ
て
い
る
者
に
対
し
、

を
命
じ
、
又
は
勧
告
す
る
こ
と

三
十
一
条
第
二
項
第
十
七
号
ネ
を

号

と
し
、
同
号
ラ
中
「
第
六
号

を

か
ら

ま
で
と
し
、
同
号
ヤ

。
）
」
を
削
り
、
「
動
物
取
扱
業

し
、
同
号
マ
中
「
（
施
行
規
則

同
号
マ
を
同
号

と
し
、
同
号
ケ

法
第
二
十
四
条
の
三
第
一
項

の
二
第
三
号
か
ら
第
七
号
ま
で

法
第
二
十
四
条
の
三
第
二
項

の
二
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号

設
の
使
用
を
廃
止
し
た
旨
の
届

三
十
一
条
第
二
項
第
十
七
号
ソ
を

と
し
、

の
次
に
次
の
よ
う
に

法
第
二
十
五
条
第
三
項
の
規

関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部

一
日
か
ら
施
行
す
る
。

る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改

山
口
県
知

と
し
、
フ
を

と
し
、
同
号
コ

し
、
同
号
エ
中
「
動
物
取
扱
業
者

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
申
請
者

る
書
類
の
提
出
を
求
め
る
こ
と

「
ネ
」
を
「

」
に
改
め
、
同 る

当
該
事
態
を
改
善
す
る
た
め
に

。同
号

と
し
、
同
号
ナ
中
「
ネ

」
を
「
第
七
号
」
に
改
め
、
同

中
「
（
施
行
規
則
第
四
条
第
四

者
」
を
「
第
一
種
動
物
取
扱
業

第
四
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

中
「
（
施
行
規
則
第
四
条
第
四

の
規
定
に
よ
る
第
二
種
動
物
取

に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
を
す
る

の
規
定
に
よ
る
第
二
種
動
物
取

に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
が
あ
っ

出
を
受
け
る
こ
と
。

同
号

と
し
、
同
号
ツ
中
「
ソ

加
え
る
。

定
に
基
づ
き
、
施
行
規
則
第
十

を
改
正
す
る
規
則

正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

事

山

本

繁
太
郎

中
「
ト
又
は
チ
」
を
「

又
は

」
を
「
第
一
種
動
物
取
扱
業

。に
対
し
、
同
条
第
二
項
に
規
定

。号
中
テ
を

と
し
、
ア
か
ら
モ

必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と

」
を
「

」
に
改
め
、
同
号
ナ

号
中
ラ
を

と
し
、
ム
か
ら
ク

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

者
」
に
改
め
、
同
号
ヤ
を
同
号

る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
削

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

扱
業
者
か
ら
の
法
第
二
十
四
条

旨
の
届
出
を
受
け
る
こ
と
。

扱
業
者
か
ら
の
法
第
二
十
四
条

た
旨
又
は
届
出
に
係
る
飼
養
施

」
を
「

」
に
改
め
、
同
号
中

二
条
の
二
に
規
定
す
る
事
態
を

第
一
項
中
「
同
条
第
二
項
」

「
猫
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
五

山
口
県
規
則
第
四
十
八
号

動
物
の
愛
護
及
び
管
理

る
規
則
の
一
部
を
改
正

動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関

則
（
平
成
十
九
年
山
口
県
規
則

題
名
中
「
ね
こ
」
を
「
猫
」

め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
五

動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

平
成
二
十
五
年
七
月
二
日

山
口
県
の
事
務
処
理
の
特
例

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

第
一
条
の
八
（
見
出
し
を
含

め
、
同
条
第
三
号
か
ら
第
五
号

含
む
。
）
」
を
削
り
、
同
条
中

ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
九
号
の
次

十

省
令
第
十
条
の
六
第
三

第
十
一
条
第
五
項
第
一
号
中

を
「
同
条
第
三
項
」
に
改
め
、

年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 山

口

に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
犬

す
る
規
則

す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
犬
及
び

第
八
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

に
改
め
る
。

年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
犬
及
び

こ
こ
に
公
布
す
る
。

に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成

る
。

む
。
）
中
「
別
表
第
七
号
の
二
オ

ま
で
の
規
定
中
「
（
省
令
第
四
条

第
二
十
号
を
第
二
十
一
号
と
し
、

に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

項
の
規
定
に
よ
る
求
め
を
す
る
こ

「
同
条
第
二
項
」
を
「
同
条
第
三

同
項
及
び
第
二
項
中
「
ね
こ
」

県
知
事

山

本

繁
太
郎

及
び
ね
こ
の
引
取
り
の
手
続
に
関

ね
こ
の
引
取
り
の
手
続
に
関
す
る

う
に
改
正
す
る
。

ね
こ
の
引
取
り
の
手
続
に
関
す
る

十
二
年
山
口
県
規
則
第
二
十
七
号

」
を
「
別
表
第
七
号
の
二
エ
」
に

第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

第
十
号
か
ら
第
十
九
号
ま
で
を
一

と
。

項
」
に
、
「
ね
こ
」
を
「
猫
」
に

二

を す規 規 ）改を号改
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こ

報

山
災

次
の第

エ
ン

場
合

（号 外 ）

災

附

則

の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行

口
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十

災
害
派
遣
手
当
に
関
す
る
規
則

害
派
遣
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭

よ
う
に
改
正
す
る
。

一
条
中
「
、
武
力
攻
撃
災
害
等
派

ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
二

に
あ
つ
て
は
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン

人

事

委

害
派
遣
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一

平
成
二
十
五
年
七
月
二
日

す
る
。

一
号の

一
部
を
改
正
す
る
規
則

和
三
十
九
年
山
口
県
人
事
委
員

遣
手
当
」
を
「
武
力
攻
撃
災
害

十
四
年
法
律
第
三
十
一
号
）
第

ザ
等
緊
急
事
態
派
遣
手
当
」
に

員

会

部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に山

会
規
則
第
十
三
号
）
の
一
部
を

等
派
遣
手
当
、
新
型
イ
ン
フ
ル

四
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る

改
め
る
。

公
布
す
る
。

口
県
人
事
委
員
会

三

人

事

委

員

会
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成
二

平
成
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年
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